
　

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

■問い合わせ／長寿支援課　☎８８０－６５５６

■請求先・問い合わせ／福祉事務所　地域福祉支援係（南国市役所１階⑨番窓口）　
 ☎８８０－６５６６

国 保 だ よ り
◇令和４年度の国民健康保険（国保）特別会計の予算

◇国保の加入状況と年齢構成（R4.4月末現在）

◇医療費の推移

　南国市では２割の方が国保に加入しており、
そのうち半数以上は65歳以上の方です。

　人口減少や社会保険への加入などにより国保加入者が
減っているため、医療費総額は減少しています。
　他方、一人当たり医療費は加入者の高齢化や医療技
術の高度化などにより年々増加しています。

◇国保税の推移

◇今後の国保のために
　国保は、病気やけがをしたときに誰もが安心して医療を受けることができるように、加入者の皆さんが国保税
を負担し、お互いに助け合う制度です。
　一人当たり医療費の増加と国保税収の減少により、国保の財政運営は大変厳しい状況となっています。
　国保税の納付および医療費適正化の取り組み（※）についてご理解、ご協力をお願いします。
※特定健診の実施（病気の早期発見、早期治療）、ジェネリック医薬品の使用促進などの保健事業

■問い合わせ／市民課国保係　☎８８０-６５５５

　令和４年度の「後期高齢者医療保険料額決定通知書」は７月中旬にお送りします。年金からの天引きでなく、
口座振替も申請されていない普通徴収の方は、納付書払いとなりますので納期限までの納入をお願いします。

　令和４年１０月１日より、一定以上の所得のある方は、現役並みの所得者（窓口負担割合３割）を除き、医
療費の窓口負担割合が２割になることから、被保険者証は８月と１０月の２回更新されます。８月１日から９月
３０日まで使える新しい被保険者証（若草色）は、７月末にお送りします。

　毎年８月１日現在の世帯と前年中の所得状況をもとに、医療費の自己負担割合（１割または３割）の見直しを
行います。その後も毎月１日現在で見直しを行います。ご自身の負担割合は、新しい被保険者証でご確認ください。

　住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療費の自己負
担額や入院時の食費等が軽減されます。また、住民税課税所得１４５万円以上６９０万円未満の方は、「限度
額適用認定証」を提示することにより、医療費の自己負担額が軽減されます。
　現在、上記のいずれかの証をお持ちで、８月以降も対象となる方には、７月末に新しい証をお送りします。
新たに申請される方は、被保険者証を持参して手続きをお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など、一定の要件を満たした方は、申請すること
で後期高齢者医療保険料や介護保険料が減免される場合があります。

１　保険料の納付について

２　被保険者証の更新　今年度は２回（８月と１０月）変わります

３　一部負担金の割合変更

４　「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」

新型コロナウイルスによる保険料の減免

第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか？第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか？

戦没者等の死亡当時の遺族で
１. 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没

者遺族等援護法による弔慰金の受給
権を取得した方

２. 戦没者等の子
３. 戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、

④兄弟姉妹　※戦没者等の死亡当時、
生計関係を有していることなどの要件
を満たしているかどうかにより、①～
④の順番が入れ替わります。

４. 上記１～３以外の戦没者等の三親等
内の親族（甥、姪など）　※戦没者等
の死亡時まで引き続き１年以上の生
計関係を有していた方に限ります。

　戦没者等（軍人軍属としての在職期間中、または準軍属と
しての公務上の傷病、または勤務に関連した傷病が原因で亡
くなられた方）の遺族に対する特別弔慰金（第十一回特別弔
慰金）の請求を受け付けています。

■請求期限　令和５年３月３１日
※請求期限を過ぎると受け取ることができなくなりますので、
　ご注意ください。

■支給内容　
　額面２５万円、５年償還の記名国債

■支給対象者
　令和２年４月１日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦
傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方

（戦没者等の妻や父母など）がいない場合に、右記の順番に
よる先順位の遺族一人に支給されます。

支給対象者の優先順位

国保税
15.5％

保険事業費
0.8％

未就学児
2％

就学児～39歳
17％

40～64歳
31％

65～69歳
21％

70～74歳
29％

保険給付費
（医療費や葬祭費、
出産育児一時金など）
72.9％

その他
1.8％

県に納める
国保事業費
納付金
24.5％

県支出金
（県からの交付金）
74.4％

繰入金
（一般会計など）
9.8％

その他
0.3％

歳入総額
58億2,725万千円

歳入総額
58億2,725万千円

歳出総額
58億2,725万千円

歳出総額
58億2,725万千円
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医療費総額（単位：百万円）　　　　一人当たり医療費（単位：万円）

国保税収（単位：百万円）　　　
一人当たり国保税（※調定額 単位：万円）

健康な身体づくりが必要やね。
特定健診受けてみようかな。

減っちゅうねぇ。
国保税はちゃんと納めよう！
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南国市人口 ：46,487人
国保加入者 ：  9,927人

　平成29、30年度に税率改定し、29年度には税収が一時
的に増加しましたが、30年度から毎年減少しています。

- 安きに居て危うきを思う -
やす あり あや おも

居安思危
こ あん し き

居安思危
こ あん し き

■問い合わせ／危機管理課　☎８８０－６５７５

災害備蓄のススメ災害備蓄のススメコロナ禍
での避難

◆昨年１月に国内でも感染が確認された新型コロナウイルス感染症ですが、未
だに終息には至っていません。

◆新型コロナウイルス感染症が終息しない中でも、災害時には、危険な場所に
いる人は避難することが原則です。ただし、感染症対策をふまえた避難が求
められています。

◆感染拡大を防ぐためにも、まずはご自宅の災害リスクを確認し、以下のポイ
ントを参考に、災害時の避難行動を平時から確認しておきましょう。

避難に関する４つのポイント
１．避難とは〔難〕を〔避〕けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。

２．お住まいのところが避難の必要な場所か、必ず事前に確認しておきましょう。

３．避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難すること
も考えてみましょう。

４．発熱や風邪症状のある場合は、各避難所の別室で避難をしていただく場合があります。
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南国市の
基本的な考え方

家庭に合わせて必要になるものを備蓄

簡単！すぐできる！ローリングストック

　「自らの身の安全は自らで守る」という防災の基本から、発災3日間分の飲料水や食料などは、
家庭や地域での備え（備蓄）をお願いしています。

『飲料水（1 人 1 日３L）、食料、非常用トイレ（1 人 1 日 5 回分）』は必ず備蓄！
他にも、以下を参考に、アレルギー・疾患・年齢など家庭に合わせた備蓄をしておきましょう。

□ 薬 □ トイレットペーパー □ 生理用品　
□ 乾電池 □ ランタン □ ラジオ
□ 粉ミルク □ 紙おむつ □ おしりふき　
□ 介護食 □ カセットコンロ　など

　家庭での備蓄では、災害用に作られた食料や飲料水
以外にも、普段の暮らしの中で使用している食料品や
生活用品を少し多めに購入し、使った分だけ補充する
方法（ローリングストック）もあります。
　無駄なく、3 日分以上の備蓄ができます。

　災害時の備蓄をしていますか。備蓄というと、ついつい先延ばしになってしまいがちです。
　大きな災害が発生すると電気・水道・トイレなどが長期間使えなくなる恐れがあり、復旧まで1週間以上かかる場
合が多くみられます。また、物資の流通も1週間以上停止し、普段のようにスーパーなどで買い物ができません。
そのため、1週間程度の食料や飲料水、生活必需品の備蓄が必要なのです。
　南国市は、南海トラフ地震の想定避難所避難者数の1日分（１６,０００人分）を目標に備蓄していますが、これは
津波や火災のために自宅を失うなどやむを得
ない事情がある方に対する備蓄であるため、
各家庭による個人備蓄をお願いしています。

最低　　日分、できるだけ　  日分の備蓄33 77
家庭での備蓄のポイント

ポイント１

ポイント2

■問い合わせ／危機管理課　☎８８０－６５７５

みんなで生き抜くために、すぐできることから始めましょう！

災害発生 徐々に復旧ライフラインの停止（1週間以上）
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　３ページ防災特集「南国市防災行政無線」の電話番号に
誤りがありました。おわびして訂正いたします。

「広報なんこく」６月号のおわびと訂正

誤  ☎０１２０-７５６-１３１　⇒　正  ☎０１２０-７５９-１３１

広報なんこく 令和4年7月号8広報なんこく 令和4年7月号 9


